
郡山市職員資格取得助成金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、職員の積極的な自己啓発意欲を促進するとともに、公務の円滑な執行と人材の

育成を図ることを目的とし、職務の遂行に寄与すると認められる資格を取得する職員に対して予算

の範囲内において交付する資格取得助成金（以下「助成金」という。）に関して必要な事項を定め

るものとする。 

（対象資格） 

第２条 助成の対象とする資格は、別表に掲げる資格（以下「対象資格」という。）とする。 

２ 対象資格以外の資格であって市長が特に必要と認める場合には、助成金の交付対象とすることが

できる。 

（対象職員） 

第３条 助成金の交付の対象となる職員は、郡山市職員定数条例（昭和43年郡山市条例第54号）第１

条に規定する職員（以下「職員」という。）で、対象資格を取得したものとする。ただし、次の各

号のいずれかに該当するものを除く。 

(1) 対象資格取得時又は助成金交付申請時に職員の身分を有しないもの 

(2) 助成金交付申請時に上下水道事業管理者の事務部局の職員であるもの 

（助成金の額等） 

第４条 助成金の交付額は、受講料、受験料、試験手数料、資格登録の申請手数料及び登録免許税（

以下「対象経費」という。）の２分の１に相当する額（当該額に1円未満の端数がある場合は、その

端数金額を切り捨てる。）とし、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額を限度

とする。 

(1) 資格の最終取得に要する経費 20,000円 

(2) 資格登録の更新に要する経費 10,000円 

（助成金の申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとするもの（以下「申請者」という。）は、対象資格を取得又は更

新した日から起算して１年以内に、郡山市職員資格取得助成金交付申請書（第１号様式）に次に掲

げる書類を添えて、市長に提出するものとする。 

(1) 合格証又は認定証等、資格取得又は資格登録の更新が確認できる書類の写し 

(2) 対象経費の支払額が確認できる書類の写し 

(3) その他市長が必要と認めて指示する書類 

（助成金の交付決定等） 

第６条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、要件を満たし

ていると認めるときは、助成金の交付額を決定し、速やかに申請者に対し郡山市職員資格

取得助成金交付決定通知書（第２号様式）を通知するとともに、助成金を交付するものとす 

る。 

 （委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成11年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成25年２月25日から施行し、改正後の郡山市職員資格取得助成金交付要綱の規定

は平成24年４月１日以降に取得した別表に掲げる対象資格に係る助成金の交付について適用する。  

   附 則 

 この要綱は、平成25年７月１日から施行する。 



   附 則 

 この要綱は、平成28年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、令和元年５月１５日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、令和２年７月20日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年11月26日から施行する。 



別表（第２条関係） 

対象資格 

一級建築士、二級建築士 

施工管理技士（１級、２級） 

電気主任技術者（第一種、第二種、第三種） 

技術士、技術士補 

 コンクリート診断士 

 土木鋼構造診断士、土木鋼構造診断士補 

道路橋点検士、道路橋点検士補 

測量士、測量士補 

土地区画整理士技術検定 

危険物取扱者 

車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転者 

国土交通省航空局ホームページに掲載されている無人航空機講習団体の講習を

修了したことによる技能認証 

放射線取扱主任者（第２種） 

宅地建物取引士 

防災士 

介護支援専門員 

社会福祉士 

精神保健福祉士 

 健康運動実践指導者 

マイクロソフトオフィススペシャリスト（Worｄエキスパートレベル（上級）、

Excel エキスパートレベル（上級）、PowerPoint スペシャリストレベル（一般）、

Accessスペシャリストレベル（一般）） 

IT パスポート 

情報セキュリティマネジメント 

基本情報技術者試験 

応用情報技術者試験 

ITストラテジスト 

システムアーキテクト 

プロジェクトマネージャ 

ネットワークスペシャリスト 

データベーススペシャリスト 

エンベデッドシステムスペシャリスト 

ITサービスマネージャ 

システム監査技術者 

情報処理安全確保支援士 

マイナンバー実務検定（１級、２級、３級） 

マイナンバー保護士 

日商プログラミング検定（ENTRY、BASIC、STANDARD、EXPERT） 

日商簿記（１級、２級、３級） 

実用英語技能検定（１級、準１級、２級、準２級） 

TOEIC（730 点以上） ※公開テストに限る 

IELTS（6.5 以上） 

全国手話検定試験（１級、準１級、２級、３級、４級、５級） 

愛玩動物飼養管理士 

ペット共生住宅管理士 

 

 

 



第１号様式（第５条関係） 

                                年  月  日 

 

 郡 山 市 長 

申 請 人 

                  住 所 

                  所 属 

                  職・氏名                 印 

 

 

郡 山 市 職 員 資 格 取 得 助 成 金 交 付 申 請 書 
  

 

  郡山市職員資格取得助成金の交付を受けたいので、郡山市職員資格取得助成金交付要綱第５

条の規定により申請します。 

 

資 格 名 称  

資 格 取 得 日 

（登録更新日）  

助成交付金申請額                 円 

振 込 先 

銀行       支店     普通 

農協       出張所    当座 

口座番号 口座名義人（カタカナ） 

  

 

 添付書類  ・合格証又は認定証等、資格取得又は資格登録の更新が確認できる書類の写し 

・対象経費の支払額が確認できる書類の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第６条関係） 

 

 

 郡山市職員資格取得助成金交付決定通知書 
 

 

                               年  月  日  

 

 

           様 

 

 

郡山市長 

 

 

下記のとおり決定します。 

 

記 

 

 資 格 名 称  

 助成交付金決定額                 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


